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「
明
治
の
日
」
目
指
す
集
会

　

文
化
の
日
の
11
月
3
日
、
東
京
・
九

段
で
、「
明
治
の
日
を
実
現
し
よ
う
！

国
民
集
会
」
が
開
か
れ
た
。
こ
の
日
は

明
治
天
皇
の
誕
生
日
で
、
戦
前
は
「
明

治
節
」
と
し
て
祝
わ
れ
た
。
そ
の
本
来

の
祝
日
に
改
め
た
い
と
願
う
人
た
ち
の

集
ま
り
だ
っ
た
。

　

渡
辺
利
夫
拓
殖
大
学
長
は
「
明
治
の

意
義
～
栄
光
と
苦
難
～
」
と
題
す
る
記

念
講
演
で
、「
国
家
と
国
民
が
と
も
に

坂
の
上
の
雲
を
目
指
し
て
進
み
、
目
標

を
共
有
で
き
た
時
代
が
明
治
だ
っ
た
」

と
述
べ
た
。

　

渡
辺
氏
は
さ
ら
に
、
明
治
時
代
の
傑

出
し
た
指
導
者
と
し
て
陸
奥
宗
光
外
相

を
取
り
上
げ
た
。
日
本
が
日
清
戦
争
後

の
下
関
条
約
で
得
た
遼
東
半
島
の
還
付

を
露
独
仏
か
ら
求
め
ら
れ
た
三
国
干
渉

に
対
し
、
陸
奥
が
こ
れ
を
受
け
入
れ

臥が
し
ん
し
ょ
う
た
ん

薪
嘗
胆
を
期
し
た
こ
と
を
「
ポ
ピ
ュ

（
産
経
新
聞
平
成
23
年
11
月
12
日
「
土
日
曜
日
に
書
く
」）

歴
史
と
伝
統
を
踏
ま
え
た
祝
日
を

論
説
委
員　

石
川
水
穂

リ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
な
い
迅
速
・
機
敏

な
判
断
だ
っ
た
」
と
評
価
し
た
。

　

ま
た
、
大
原
康
男
国
学
院
大
教

授
は
幕
末
の
日
米
修
好
通
商
条
約

（
１
８
５
８
年
）
な
ど
で
奪
わ
れ
た
関

税
自
主
権
を
回
復
し
た
の
が
明
治
末
の

44
年
（
１
９
１
１
）
だ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
、「
不
平
等
条
約
是
正
の
た
め
に

明
治
の
一
世
を
つ
い
や
し
た
。
明
治
は

主
権
回
復
の
時
代
だ
っ
た
」
と
強
調
し

た
。

　

集
会
で
は
、「（
11
月
3
日
は
）
明
治

天
皇
と
一
体
と
な
り
国
づ
く
り
を
進
め

た
、
明
治
の
御
代
を
追
憶
す
る
た
め
の

祝
日
で
あ
る
」「
文
化
の
日
な
ど
と
い

う
曖
昧
な
祝
日
で
は
な
い
」
と
す
る
決

議
が
採
択
さ
れ
た
。

　

占
領
下
で
成
立
し
た
祝
日
法

　

現
行
の
祝
日
法
は
昭
和
23
年
7
月
に

成
立
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
「
祝
祭
日
」

が
皇
室
の
行
事
に
基
づ
き
、
国
家
神
道

の
色
彩
が
強
い
と
し
て
、
改
廃
を
求
め

る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
総
司
令
部
）
の
勧

告
を
受
け
、
23
年
1
月
か
ら
衆
参
両
院

の
文
化
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
向
に
縛
ら
れ
な
い
意
見

も
出
さ
れ
た
。

　

2
月
26
日
の
参
院
文
化
委
員
会
で
、

緑
風
会
の
三
島
通
陽
は
明
治
節
の
存
続

を
求
め
る
請
願
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
こ

う
述
べ
て
い
る
。

　
「
明
治
の
御
代
は
新
生
日
本
の
躍
動

す
る
生
命
の
源
で
あ
り
、
政
治
に
、
文

化
に
、
経
済
に
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い

て
永
久
に
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
時

代
で
あ
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
明

治
節
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
明
治
時
代

を
永
久
に
思
い
出
し
て
い
き
た
い
」

　

6
月
18
日
の
参
院
文
化
委
員
会
で

は
、
民
主
自
由
党
の
徳
川
頼
貞
が
旧
祝

祭
日
の
「
紀
元
節
（
2
月
11
日
）」
に

つ
い
て
、「
起
源
が
非
科
学
的
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
神
話
を
神

話
と
し
て
国
民
に
伝
え
る
の
は
差
し
支

え
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
た
い
」

と
述
べ
た
。

　

2
月
11
日
は
、
初
代
神
武
天
皇
が
即

位
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
日
だ
。

　

こ
の
間
、
総
理
府
で
世
論
調
査
も

行
わ
れ
た
。「
祝
日
は
ど
の
日
が
い
い

か
」
と
の
問
い
に
、
1
位
は
「
新
年
」

（
99
％
）、
次
い
で
「
天
皇
陛
下
の
お
誕

生
日
」（
86
％
）
▽
「
建
国
の
記
念
日
」

（
81
％
）
の
順
だ
っ
た
。

　

紀
元
節
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
猛
反
対

　

だ
が
、
紀
元
節
を
建
国
記
念
日
と
し

て
残
す
こ
と
に
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
間
教
育

情
報
局
の
バ
ン
ス
宗
教
課
長
は
「
た
と

え
、
国
会
で
承
認
さ
れ
て
も
、
許
可
で

き
な
い
」
と
強
く
反
対
し
た
。
日
本
側

は
紀
元
節
の
存
続
を
断
念
し
た
。

　

ま
た
、
11
月
3
日
は
現
行
憲
法
が
公

布
さ
れ
た
日
で
、
参
院
側
は
こ
の
日
を

「
憲
法
記
念
日
」
に
し
た
か
っ
た
よ
う

だ
。
し
か
し
、
衆
議
院
側
で
新
憲
法
が

施
行
さ
れ
た
5
月
3
日
を
「
憲
法
記
念

日
」、
11
月
3
日
を
「
文
化
の
日
」
と

し
た
い
と
の
案
が
示
さ
れ
、
参
院
側
も

こ
れ
に
従
っ
た
。

　

文
化
の
日
の
意
義
は
「
自
由
と
平
和

を
愛
し
、
文
化
を
す
す
め
る
」
と
新
憲

法
を
意
識
し
た
文
言
に
な
っ
た
。

　

旧
祝
祭
日
で
「
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
」
だ
っ
た
11

月
23
日
に
つ
い
て
は
、
衆
参
両
委
員

会
の
打
ち
合
わ
せ
会
で
、「
労
働
感
謝

の
日
」
と
「
勤
労
感
謝
の
日
」
の
2
案

が
出
さ
れ
、
多
数
の
支
持
で
後
者
に
決

ま
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

新
嘗
祭
は
、
天
皇
陛
下
が
新
穀
を
神

様
に
お
供
え
し
、
ご
自
身
も
そ
れ
を
召

し
上
が
る
最
も
重
要
な
宮
中
祭
祀
で
あ

る
。「
勤
労
感
謝
の
日
」
で
は
、
本
来

の
意
義
が
分
ら
な
い
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
昭
和
23
年
3
月
ま
で
、
祝

祭
日
の
国
旗
掲
揚
を
禁
止
し
た
。

　

東
京
裁
判
の
起
訴
状
伝
達
は
昭
和
天

皇
誕
生
日
の
21
年
4
月
29
日
、
東
條
英

機
元
首
相
ら
7
人
の
死
刑
執
行
は
当
時

の
皇
太
子
殿
下
の
誕
生
日
（
現
在
の
天

皇
誕
生
日
）
の
23
年
12
月
23
日
に
行
な

わ
れ
た
。「
バ
タ
ー
ン
死
の
行
進
」
の

責
任
を
問
わ
れ
、
マ
ニ
ラ
で
戦
犯
と
し

て
裁
か
れ
た
本
間
雅
晴
元
中
将
の
死
刑

判
決
は
旧
紀
元
節
の
21
年
2
月
11
日
、

銃
殺
刑
に
処
せ
ら
れ
た
日
は
旧
神
武
天

皇
祭
の
同
年
4
月
3
日
だ
っ
た
。

　

い
ず
れ
も
偶
然
と
は
思
え
な
い
。

　

戦
後
の
新
祝
日
法
は
、
そ
の
よ
う
な

状
況
下
で
、
日
本
側
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
精

い
っ
ぱ
い
の
抵
抗
を
示
し
な
が
ら
成
立

し
た
半
ば
不
本
意
な
法
律
と
い
え
る
。

　

そ
の
後
、
紀
元
節
は
昭
和
42
年
、
建

国
記
念
の
日
と
し
て
復
活
し
た
が
、
文

化
の
日
や
勤
労
感
謝
の
日
は
そ
の
ま
ま

だ
。
日
本
の
歴
史
と
伝
統
を
踏
ま
え
、

本
来
の
祝
日
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
べ

き
時
期
が
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

集会の模様は http://meizinohi.web.fc2.comでご覧下さい。


